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2015年度第1回 名古屋学院大学大学院税理士セミナー開催のお知らせ 

 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

 名古屋学院大学大学院経済経営研究科では、2011年度から本学修了生の税理士の方々や在学生、東海税理士

会・名古屋税理士会の会員の方々、一般の税理士を目指している方々を対象に税理士セミナーを開催しており、

今年度も下記要領にて開催することとなりました。つきましては、万障お繰り合わせのうえ、是非ともご受講

くださいますようご案内申し上げます。 

なお、本セミナーは名古屋税理士会・東海税理士会の認定研修として開催し、受講した場合の研修時間は 3

時間となります。 

記 

1.日  時：2015年8月22日（土）13：15～16：30

2.会  場：名古屋学院大学 さかえサテライト（中日ビル7Ｆ）

3.内  容：「税法の中の平易な言葉の意味内容を読み解く～納税者、課税庁にきちんと説明するために～」

本セミナーでは、専門用語だけではなく平易な言葉にも注意を払うことで、思わぬ課税を受けないため

の税法の条文の読み解きの一端を考えます。権利確定（債務確定）、期間、財産の帰属、虚偽表示等、キ

ーワードから関係する税法の規定へと関連付けてみていきます。 

4．講   師：  伊藤 雄太 名古屋学院大学大学院 経済経営研究科 客員教授

昭和３６年名古屋市生まれ。平成８年税理士登録。平成１０年伊藤雄太税理士事務所開業。平成１３年より岐

阜聖徳学園大学非常勤講師（民法担当、現職）。平成１４年より中部大学非常勤講師（私法系科目担当、現職）。

平成２０年より名古屋学院大学大学院客員教授（租税法演習その他担当、現職）。日本私法学会会員、日本公証

法学会会員、金融法学会会員、日本税法学会会員（平成２３年より役員：組織委員）。平成２６年、２７年税理

士試験委員。主な著書、論文として、『民事再生法と税理士の実務』税務研究会出版局（共著）、「国税徴収法24
条と債権譲渡担保の効力」（税法学５５３号所収）、「将来債権譲渡担保と第二次納税義務」（税法学５５７号所収）、

「破産管財人の源泉徴収義務」（税法学５６３号所収）、「源泉徴収義務者の注意義務」（税法学５７０号所収）、

『法学入門』成文堂（共著、近刊）。また、平成２２年日本税法学会第１００回全国大会にて研究発表「破産管

財人の源泉徴収義務」。

5.募集定員： 60名（先着順、定員になり次第締め切ります。事前申し込みが必要です。） 

6.受講料 ：無 料

7.対  象：本学修了生の税理士及び在学生、東海税理士会・名古屋税理士会の会員、一般の税理士を目

指している方々

8.申込期間：2015年7月3日（金）～ 8月14日（金）17：00まで 

9.申込方法：別紙申込書に記入の上、e-mail 、Fax または郵送にてお申込ください。（e-mail の場合は、

申込書を添付するか、必要事項を明記してください。電話での受付はいたしかねます。） 

〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル7F  

 名古屋学院大学さかえサテライト 大学院事務室 

TEL：052-678-4076 FAX：052-242-5341 e-mail : ngugs@ngu.ac.jp



【申込期限】8月1 4日（金）
【税理士セミナー申込書】 

名古屋学院大学大学院 税理士セミナー【8/22】 参加申込書 

※ 本学にて申し込み受付後、下記連絡先メール若しくは郵便にて、受付受領の連絡とともに受講票を送

付させていただき受付完了といたします。お申し込み後、本学からの受付受領連絡が無い場合は、下

記のお問合せ先にメール若しくはお電話にてご連絡ください。 

【お問い合わせ】(e-mail)ngugs@ngu.ac.jp  または (tel)052-678-4076 大学院事務室  

お名前 お勤め先

連絡先 （ ご自宅 ・ お勤め先 ）※どちらかに○をつけてください。

住所： 〒           

電話番号 ：                 

メールアドレス：                        

税理士：登録番号               

所属：   東海税理士会   ・   名古屋税理士会     

本大学院修了生 :  はい ・ いいえ   

本大学卒業生 :   はい ・ いいえ   

名古屋中・高校卒業生  :  はい ・ いいえ   

 (e-mail)ngugs@ngu.ac.jp

(FAX)052-242-5341 

名古屋学院大学大学院事務室


